
運転免許証自主返納制度って何？
高齢などの理由により、もう運転しないので運転免許証を返し

たいという方が、申請により運転免許証を返納する制度です。

有効期限が切れ失効した場合は対象になりません。

高齢者の交通事故の防止と公共交通機関の利

用を促進するため、70歳以上の方の運転免許

証自主返納を支援します。

平成28年4月1日以降に運転免許証を自主返

納した70歳以上の佐渡市民の方

◆対象者◆支援の目的

バス・タクシー共通利用券１万円分（２５０円×４０枚）を交付します。

有効期限は交付の日から１年を経過する日の属する月の末日まで

共通利用券は佐渡市内の路線バス及びタクシー事業者でのみ利用可能

◆支援の内容◆

注意

① 免許の返納を申請する。
運転免許センターで運転免許証の自主返納を行います。

② 「申請による運転免許の取消通知書」発行

③ 佐渡市役所で申請手続きを行います。
交通政策課へ「申請による運転免許の取消通知書」を

郵送または持参してください。

※各支所・行政サービスセンターでも申請できます。

④ バス・タクシー共通利用券を郵送します。
※申請内容を確認し、後日共通利用券をお届けします。
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バス・タクシー共通利用券交付までの流れ



・新潟交通佐渡　路線バス ☎５７－５１１４

・おけさ観光タクシー〈金井〉　 ☎６３－３３４８

・おけさ観光タクシー〈佐和田〉　 ☎５１－１１１１

・ヱビス観光タクシー〈両津〉　 ☎２３－４１１６

・中央タクシー〈佐和田〉　 ☎５２－３１６１

・港タクシー〈両津〉　 ☎２７－２１８１

・新潟交通佐渡タクシー部〈佐和田〉　 ☎５７－５１２３

・新潟交通佐渡タクシー部〈羽茂〉　 ☎８８－２１０１

お問合せ先 〒952-1292 佐渡市千種232番地

佐渡市 交通政策課 交通対策係  ６３－３１８４

佐渡市内の以下の交通機関で

「バス・タクシー共通利用券」をご利用いただけます。

バ ス

タクシー

タクシーのご予約、お問合せは、各タクシー会社へお願いします


